
法律・政治・社会

号四第第七十七巻

論
　
　
説

ポ
ス
ト
ゲ
ノ
ム
社
会
の
「
高
度
に
危
険
な
人
格
障
害
犯
罪
者
」

　
に
対
す
る
刑
事
政
策
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
新
「
心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法
」
と
「
高
度
に
危
険
な
人
格
障
害
　
　
力

　
　
　
犯
罪
者
」
に
対
す
る
新
し
い
刑
事
制
裁
制
度
に
関
す
る
比
較
法
的

　
　
　
考
察
を
中
心
と
し
て
ー

自
由
民
権
運
動
と
西
南
戦
争

　
　
鹿
児
島
に
お
け
る
民
権
家
の
思
想
と
行
動
か
ら
ー

資
　
　
料

小

藤
　
　
久
　
　
雄

川
　
原
　
正
　
道

ド
イ
ツ
語
圏
諸
国
に
お
け
る
組
織
犯
罪
・
資
金
洗
浄
関
係
文
献
　
宮
　
　
澤
　
　
浩

判
例
研
究

〔
商
法
〕
　
四
四
一

株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
が
同
社
を
代
表
し
、
自
ら

が
代
表
取
締
役
を
兼
任
す
る
関
連
会
社
に
対
し
て
金

融
支
援
を
行
な
っ
た
こ
と
に
つ
き
商
法
二
六
六
条
一

項
四
号
に
基
づ
く
責
任
が
否
定
さ
れ
た
事
例

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
　
三
八
七
〕

商
　
法
　
研
　
究
　
会

民
事
訴
訟
法
研
究
会

　慶鷹義塾大学法学部内

法　学　研　究　会


